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健康いわて 21 プラン口腔保健専門委員会の設置について 

 

H25.3.19 岩手県保健福祉部健康国保課 

 

１ 設置理由 

歯科口腔保健の推進に関する法律及び岩手県口腔の健康づくり推進条例に基づく本県実施計画（以下

「計画」という。）を、健康いわて 21プランにおける口腔保健分野として位置付け、計画の策定及び数

値目標の分析・評価等を行う。 

 

２ 健康いわて21プラン口腔保健専門委員会の概要 

 

 

        健康いわて 21プラン推進協議会 

         ・健康いわて 21プランの推進、評価、見直しに関すること 

 

 

                           「8020運動推進特別事業検討評価委員会」を

発展的に解消 

 

 

健康いわて 21プラン分析・評価専門委員会        健康いわて 21プラン口腔保健専門委員会    

・健康いわて21プランの数値目標の分析・ ・口腔の健康づくりの推進に関する実施計画 

評価に関すること。                  に関すること。 

・健康いわて21プランの口腔保健分野に関 

すること。 

                        ・国の8020運動推進特別事業に関すること。   
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